
様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ． 佐野愛子 ）

薬理番号

経費項目 調部暁費.研修費.広聴広報費.霊談擦漉婚.会議費.資料作成費.資料購ｽ費.事務費.鰯.人件費

内 容 令和7年9月分事務所賃借料及び送金手数料

年 月 日 令和7年8月27 日～令和 年 月 日 金 額 50,220円

目 的
｣攻携Y古動をｲ丁フための串寸劣Eｹ｢の貢1昔弗斗摩

使 途
令和7年9月分賃借料

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞
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ｰ 利用明細

茜一率

ご利用いただきましてありがとうございました。
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お取扱日 店番 お取引内容

〕7－08－27 003 通帳送金

記 唱 番 号
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清水銀行

藤枝駅西支店
普通 2215815

力）マルトシアオキ

送金料金 ＊440円

振込予定日07－08－27

ｻノアイコ

案分の理由

政務活動、後援会活動

で使用のため

領収書金額(a)

100,440円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

50,220円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

整理番号

経費項目 趣･研修費･広卿報費･舞識際溌婚･会議費･資料州城費･資膿胸費･事務費･藷翔漬･人件費

内 容 内外情勢調査会9月全国懇談会時 交通費及び駐車料

年 月 日 令和7年9月1日～令和 年 月 日 金 額 /3,j”円

目 的
内外情勢調査会9月全国懇談会を通じて情報共有、意見交換する

使 途
往復旅費、駐車料

関連性

講演で聴取した内容を県政や会派運営に生かす

く領収書貼付枠＞
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JR鯛支～静岡往復420×2 840

JR静岡～品川新幹線片道5,940

JR東京～静岡新幹線片道6,070

駐車料 500

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

/､ﾀ,ｼざび円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

ﾉｰ”ん円



往旙

性酷 熱震

■
覆示日 2oz5年9月Z巳1Z時Z0分

宛名

REC臼VEDFROH

様

お預かり舌号

面F写鳫RVmONNUHBER

￥5，940（10％･税込）
(クレジットカード利用･口edi上Eard唾e）

"tA"T 乗車券類のご隅入代金
TICK訂sPRICE

内雪
D印IL

贈入日
D町EOFPURCHA5E

環寧皀
D叩EOFDEPARTURE

2025年9月1日 2025年9月1日

取扱カード会仕
CARDCOMPANY

クレジットカード岳号
CARDNUHBER

XXXXXXXXXXXXXXXX

）
スマート日南尾

静岡
mOH

列車名・労靭

利用区間

ｊｐｍｍ

東海旅客鉄道株式会社

CEnm1】a”nRaUwayCCmp己､Y

吾温番号T31BOOO1031569

､癖

"I■■
覆示日 2oz5年9月Z日1Z時42分

復隆 領収書
REC日PT

宛名

RRFⅣEDmOH

様

お預かり番号
…R岬叩NUHBER

\6,070('0%･税込）
(クレジットカード利用･に庭｡Iヒロmu王）

今舘計
T皿 酬OUNT

乗車券類のご賜入代金
TICK百sPRICE

内容
、扉IL

畑入日

D征DFPUR酬嘔E
粟申亘
D灯EOFDEPARTURE

z025年9月1日 ZOZ5年9月1日

謎E5踊謡 クレジットカード醤号
qRDNUHBER

XXXXXXXXXXXXXXXX

ひかり519号

東京
FROH

列車名･寿租
利国反棚 静岡

T、

東海旅客鉄道株式雪＋

唾､廿己I〕a陣､R■】IwaymmpanY

登録番号13180001031569

§陳
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｡w-し醗緬
第5パーキング

令頁川又言正
有限会社新日邦

登録番号T9-0800-0201-8306

精算機#01 A精算No.000509
発券機＃01 発券No.025451
入庫時刻2025年9月1日（月）09:12
出庫時刻2025年9月1日（月）17:47
駐車時間 8:35

駐車料金 A料金 500円

合計、ゞ 500円
現金領収額 500円
お預り 500円
お釣り 0円
上記合計金額は消費税率10%対象です。
またのご利用をお待ちしております。

カート雷号

蒋.額’

の円
“シ-6

つ I1H(’

性

＝￥今ク円
↑

毎度ありがとうごさいます
砺枝 駅0ユ発行25．09．0117:39

JR東海

原本は7年8月整理番号8 －藍添付



県 外 調 査 概 要 書

2025年9月1日

会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子

目 的 内外情勢調査会参加

年 月 日 2025年9月1日

場 所 グランドプリンスホテル品川

内 容

1 行程

自宅→藤枝駅→静岡駅→品川駅→会場→東京駅→静岡駅→藤枝駅→自宅

2 応対者

]寺事通信社職員

講師 国民民主党代表 玉木雄一郎

3 聴取内容

全国懇談会 講演 12時30分～14時

講師 玉木雄一郎

玉木氏は2020年国民民主党を結党して以来代表を務めている。

今回の参議院選挙においては、「手取りを増やす」の看板政策の下、大きな

躍進を果たした。石破政権が衆参両院で過半数割れしている中、国民民主党

は国会内で確固たる存在を示している。

働く若者に焦点を合わせた政策は目新しく重要である。また103万円の

壁など国民が最も必要とされている政策に切り込んだ。日本の将来に必要と

されているエネルギー政策では原子力発電は重要である。

自動車税の見直しやガソリン税見直しについては早急に国会で決議を進め

ていく ◎

4 県政への反映

ヨの動向に合わせて県政も大きく変容せざるを得ない。情報を早く察知し来

年度の予算編成などに備えていく。

また、政権の行方によって状況も変わるので国会の情勢も注視していきた

ｲ、o



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

轄理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･癖繍靜瀧婚 ､会議費.資料作成費.資料購磧鰯事諦濱･人件費

内 容 自動車リース料（令和7年9月分）

年月 日 令和7年9月5日～令和 年 月 日 金 額 6,840円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

＜覗乢X青貝凸1丁忰少

*月額リース料金（32,655円）から重量税、任意保険料等政務活動費対象外経費を

除いた金額（13,681円に1/2を乗じた詞6,840円を充当する

支払根拠は令和7年4月整理番号4－4参照

2025年09月05日分
32，655円 ホンﾀﾞﾌｱｲﾅﾝｽ

私用で案分

領収書金額(a)

13,681円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支 額(a×b)

6,840円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

鑿理番号 9－4

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏鞠靜瀧擴･会議費･資料I賊費･資料購入費･事務費鋤･人件費

内 容 事務所上下水道料金（令和7年9月請求分）

年月 日 令和7年9月5日～令和 年 月 日 金 額 2,442円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

，7-09-05 （ﾌｼﾞｴﾀﾞｽｲﾄﾞｳ） 水道 2，684

7-09-05 （フジエダケ、スイ） 水道 2,200

案分の理由嘩
齪 活動､後援会活動で

のため

領収書金額(a)

4,884円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,442円
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上下水道使用量のお知らせ
藤枝市水道事業登録番号T3800020005663

｜

|

’

|令和7年8月分 発行日令和7年8月20日ｌ
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吏用期間令和7年6月4日から令和7年8月5日胃

参考までに 前年同月 の使用水量は 4 m3でした。
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(税込み)i

次回口座振替日 令和7年9月5日

’
口座振替の方以外は、後日納付書を送付します。
本票は請求書ではありません｡

’

水栓番号 ‘ 順路番号 メータネ ;号 口径

i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■020mm

使 用 者 氏 名

』、ｰピン 、ロ、－ケI，し、グ ン ン 癖｡'エ 匙 ＝『 ＝ 』 雫q力”I

様

今 回 指 針 77

前回指針（一） 74

旧メータ使用水量（+） 、

３

使 用 水 量 3 m3

上水 道料 金 2684 円

税率（内消費税） 10 %( '44円）

下水道使用料 2.200円

税率（内消費税） 10 ％（ ’00円）

請求予定金額 4,884 円



支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

轄理番号 9－5

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊識糯潅績･会議費･資料｛賊費・資料購入費⑳ 事獅積･人件費

内 容 AdobeAcrobatPro(令和7年9月分）

年 月 日 令和7年9月7日～令和 年月 日 金 額 990 円

目 的
PDFファイルの作成、編集、管理をする

使 途
AdobeAcrobatPro利用料

関連性

様々な文書の作成、編集、管理できる機能を政務活動に利用する

く領収琴占付枠＞

案分の理由

政務活動と後援会使用

で1/2ずつを案分

領収書金額(a)

1,980円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

990円



剛
reIrelandLtd

pUs

オリジナル 請求情報

Adobe 支払い条件

注文書

ご注文番号

お客様

通貨

クレジットカード

■■ノ
適格請求書発行事業者登録番号T3700150007Z75

領収書送付先

ー

佐野愛子様

.、三屍謡，

製品番号 製品説明 数量単位 単価 小計 税率 税 金額

AにrobatPro30000068 1EA 1』800 1j800 10.00％ 180 1,980

領収書の合計

小計(円）

消費税10.00％

jCT

1,800

180

備考欄：

請求先連絡先

eCommerce-ASIA(japanCCards)

ご注文いただき、誠にありがとうございます！ ページ1／1



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

轄理番号 9－6

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏調靜礒憤･会議費･資料ｲ鍼費･資粥購入費鰯 事務所費･人件費

内 容 事務所ファックス通信料（令和7年3月請求分）

年月 日 令和7年9月10日～令和 年 月 日 金 額 3,058円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収琴占付枠＞

Ⅱ

1

|7-09-10 (NTT) 電話 ， 6,117

案分の理由

政務活動と後援会活動

で使用のため

領収書金額(a)

6,117円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,058円



座 のこ ’、西日本こ利用分】

お客撤箪話蚤号等 054－646－1222
(BILLING:NUMBER)

ご請求先氏名(CUSTOMERNAME)
ふじのくに県議団藤枝佐野愛子事務所様

下記、ご利用料金を口座振替により領収いたしました。
Thefollowin9amountwastransferredfromyoura[[ount.(2025年8月26日発行）

振邑日に握琶が出来なかった喝合は延滞利息を加唇させていただく唱合ﾉ〕fあります．

口座侭邑をこ‘利用のお習荒で‘娠麿日に瞳苔ができ尊かった鳩合は、陳nIl、振替日から
起算して15日後に再度振菌させていただききす。

「口座番号」寺の表示の変更（衷示もしくは非表示）をこ､希望さ11るお密さまは、
表面のお問い合わせ先へご浬硲ください“

『.I

…程…電一一一~一一~~一一一‐

1ヶ月のご請求額が8,000円未満のお客さまも

2ケ月に1回の合算請求となります

P

灘 NTTﾌｧｲﾅﾝｽ株式会ﾈｷ繧里｜
〒108－0075

東京都港区港南1－2－701埋夛’
並 印紙税申告納

付につき芝

税務署承認済

～詳しくは､下記ホームページをご覧ください～

https://www.n廿-west.co.jp/denwa/charge/kakugetsu/
理

【NTTファイナンスからのお知らせ】一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
適格請求書発行事業者名:NTTファイナンス株式会社（登録番号:TBO10401005011)
10%対象請求額（税込) 6,117円うち消費税等 556円
ご請求額合計 6，117円
※各社のご利用料金・ご利用期間の詳細については、「ご請求内訳」をご確認ください。

園

*** NTTファイナンスからのお知らせ ＊＊＊
奇数月のご請求額が8,OOO円未満の場合は翌月に2ヶ月まとめてご請求しております。

***NTT西日本からのお知らせ＊＊＊、フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、ど－んと割
ど－んと学割、光はじめ割）は割引契約期間満了時に契約が自動延伸されます。延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡
が必要です。割引適用期間中に本割引を解約された場合、解約金が発生する場合があります。割引適用期間の満了月とその翌月の解
約には解約金は発生いたしません。詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト[http://flets-w.com/wari
／］でご確認ください。*NTT西日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTファイナンスへ請求事務を委託しています。

M300B1391001229002290000E

’’

で

R

F少_

4も.凸

■､f守剴
●己_ 苧

一

お 客様電話番号等
(BILLINGNUMBER)

請求年月
(MONTHOFISSUE)

℃ ■ 伊ロ ■q冤 ■■■ ｡

振替日
(TRANSFERDAY)

054-646-1222 2025年8月ご請求分 2025年9月10日(水）

振替金額
RANSFERAMOUNTOFMONEY)

戸

， 117円

伝

2025年6月ご請求分 （2025年7月10日振替）

領収金額(AMOUNTRECElVED） 6 200円

金融機関名
OANWPOSTOFFI[ピ

＊ ＊ ＊ * ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ * ＊ ＊ ＊

同座番号
ACCOUNT

＊ ＊ ＊

内訳項目 金額(円）
[HAR6EBREAKOMNBY[AT[GORY(YEN)

内訳金額(円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
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［
本内訳は、各サービス提供事業者が
発行したものです。 ）
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

轄理番号 9－7

経費項目 司魑研修費広I師報費･雰舗艤漉婚･会議費･資瀧鰄費･資粥陶費･事務費･謡娚漬･人件費

内 容 ｢静岡ウエルネス・フーズEXPO2025」出席

年月 日 令和7年9月11日へ令和 年月 日 金 額 1,200円

目 的
静岡ウエルネス・フーズEXPO2025出席

基調講演聴講展示会者や他出席者との情報交換

使 途
駐車料

政務活動．

県政との

関連性

スタートアップを含めたウェルネスフーズの可能性について提案の参考とする

く領収書貼付枠＞

1

I

ロロロnDDD□
□

零
ありがと
森パーキ

DDDDDDDDD

とうございます □
キング本社 口

□ 054-254-5448 □
□□□□□ロロ□□□□□□□□□

領収証
1 1

入車日時2025年09月11日09時30分
出車日時2025年09月11日13時42分
No.21-000013 券No.13-144250

駐車料金（一般車） 1500円

割引 (1h) 1枚
300円

円
呼
円
円
》

Ｏ
恥
０
０
》

Ｏ
華
０
０
唖

２
皿
Ｏ
Ｂ
釦

Ｐ
ｇ
〆
■

１
唖
之
和

》
金
》

褐》》癖》

蕊議
0%適用対象
080002003081

有限会社

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1,200円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,200円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

鑿引畢番号

経費項目 3鞭研修費･広聴広報費･需調誇瀧猿･会議費･資料作成費･資繩蒼入費･事務費･事諦費･人件費

内 容 ウェルネスビジネスイノベーシ'ョンセミナー、藤枝

年月 日 令和7年9月16日～令和年月 日 金 額 500円

目 的
j志刀K瓜又｣元IとJ､●全司可5再{員艸思冒再

使 途
駐車料

関連性

最も重要な課題であるウェルピーイングについて委員会の質問に生がす

く領収書貼付枠＞

ｌ
‐
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‐
‐
‐
、
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Ｉ
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ｌ
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‐
‐
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１
１
！
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１
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！
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ｉ
ｉ
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ｌ
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Ｉ
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ｌ
‐
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‐
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
ｌ
‐
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Ｉ
１
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
１
ｉ
‐
Ｉ
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
１
１
１
１
１

BiVi 藤枝
054-270-4205

令頁11又言正
大和リース株式会社

登録番号T4-1200-0107-7476

精算機
発券機

棒
謡

央庫時刻と025年寸月16日（火）12:54
精算時刻2025年9月16日（火）17:12
駐車時間 4:18

駐車料金 A料金 500円

一目

言十 500戸ヨ
(内税10％対象額 500円）
現金領収額 500円
お預り 1,000円
お釣り 500円
またのご利用をお待ちしております。

上記合計金額は消費税率10％ナ｣零です。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

500円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

500円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

轄理番号 9－9

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏鞠誇鹿債･会議費･資料竹城費‘資鴨購入費･事務費錘･人件費

内 容 事務所電気料（令和7年9月分）

年月 日 令和7年9月16日～令和 年 月 日 金 額 7,044 円

目 的

使 途

関連性

く領収書貼付枠＞

17-09-16 （ﾁﾕｳﾌﾞﾃ．ンﾘﾖｸ） 電気 14，088

案分の理由

政務活動､後援会活動で

使用のため

領収書金額(a)

14,088円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

7,044円



令和7年9月17日発行
口座振替払済のお知らせ（電気料金等領収証）
毎度お引立ていただきありがとうございます6

の電気料金等を、口座振替により領収いたしました。
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表記の担当窓口までご連絡ください。お問い合わせには、お客さま番号をお知らせください。◎ごあんないお届け先住所を変更される場合は、
証明書の発行には、別途手数料がかかります。

I

◎おことわり領収証の再発行はできませんので大切に保管してください。
月分、金額を修正したものは無効でございます。 ’

1
作成地私古馳市収14収所町

I

I

’

振替年月日 合計領収金額 消費税等相当額（再掲）

令和 7年9月16日
0 Ⅱ 141088円 且 . 1280円

ロ

宮指定口座
口座情報の表示を希望される場合は

担当窓口までご連絡ください。

お客さま番号｜日程 契 約 種 別

お な ま え 容量
ご使用量kWh/m3

領

消醤税4

又金額
l工I

相当額（閉喝)円
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金 精算額等円
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様式第1－2号

支 出 証 拠 書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ． 佐野愛子 ）

整理番号 9－10

経費項目 調査蚕究費･研修費

内 容 令和7年度会費特定非営利活動法人くすり．たべもの・からだの協議会

年 月 日 令和7年9月19日～令和 年 月 日 金 額 2,750円

会の趣旨．

目 的

健康寿命の延伸を実現するため、薬や食べ物に関する正しい知識を普及させ豊かな生活の

構築に寄与する

会の活動

内容等 健康に関し広い分野における様々な情報を講演会や講座等を介して発信する

政務活動．

県政との

関連性

県民の健康推進施策として総合計画等への提案に役立てる

く領収書貼付枠＞

事業年度5月1日～翌年4月30日のため月割計算する

本年度：令和7年5月～令和8年3月の11ケ月分を充当する

3,000円×11/12＝2,750円

※添付書類：団体の会則・事業概要 <毫恥 (定款）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,750円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,750円



領 収 証 (個人）

佐野 愛子 様

（消費税の対象になりません）

但 令和7年度年会費として\3,000.－

上記正に領収いたしました

令和7年9月19日

門
静岡県静岡市清水区中之郷二丁目14番9号

特定非営利活動法人くすり．たべもの・からだの協

理事長 山 田 静 雄

領収金額 ￥3，000．－



四回因文字サイズ アンケーヒ臼｜サイトマップ

岡サイト内検索
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所轄庁 静岡市

権限移嫡先市町村

法人名称 特定非営利活動法人くすり.たべもの・からだの協議会

法人名称（フリガナ）

主たる事業所の郵便番号

主たる事務所の所在地 静岡県静岡市

従たる事務所の所在地

代表者氏名 山田 静雄

代表者氏名（フリガナ）

誇吉課証年月日 2015年02月26日

段立年月日

定軟に記戯された目的

当法人は、社会が高齢化する中、国民の健康寿命の延伸を実現するべく、広く市民に対して、「くす

り」と「たべもの」の研究及び啓蒙等に関する事業を行い、もって健康な「からだ」を作り、豊かな

生活の構築に寄与することを目的とする。

活動分野
保健・医療・福祉／社会教育／学術・文化・芸術・スポーツ／災害救援／国際協力／科学技術の振興

／消費者の保護

特定非営利活動に係る事業

その他の事業

事業年度開始日

事業年度終了日

法人番号 3080005006759

監督情報

2023年度 2023年度事業報告書等(PDF形式:171KB)

2022年度 2022年度事業報告書等(PDF形式 356KB)

7n71年度 2021年度事業報告書等(PDF形式 2MB)

2020年度 2020年度事業報告書等(PDF形式 458KB)

2019年度 2019年度事業報告書等(PDF形式:520KB)

役員名簿・定款等 定款(PDF形式:395KB)

閲覧書類備考 ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。
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法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせくださ

い。

⑨この画面では、表示されているURLへのリンク、組織情報および閲覧書類のダウンロード機能はご利用いただけません。

上記の機能をご利用の場合は「NPO法人情報詳細画面へ戻る」を押し、詳細画面を表示してください。

⑥法人情報詳細画面へ戻る
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問い合わせ先

静岡市市民局 市民自治推進鯉

静岡市葵区追手町5番1号

054-221-1372

ホームページURL https://www.city.shizuoka.19.jp/p008632.html
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特定非営利活動法人くすり．たべもの・からだの協議会定款

第1章 総則

(名称）

第1条当法人は、「特定非営利活動法人くすり．たべもの・からだの協議会」
と称する。

q

（事務所）

第2条当法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

第2章 目的及び事業

（目的）

第3条当法人は、社会が高齢化する中、国民の健康寿命の延伸を実現するべ

く、広く市民に対して、 ｢くすり」と「たべもの」の研究及び啓発等に

関する事業を行い、もって健康な「からだ」を作り、豊かな生活の構築
に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条当法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法（以下

「法」という｡）第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

② 社会教育の推進を図る活動

③学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

④ 災害救援活動

⑤ 国際協力の活動

⑥ 科学技術の振興を図る活動

⑦ 消費者の保護を図る活動

（事業）

第5条当法人は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の特定非営利活動

に係る事業を行う。

①薬と食による健康寿命の延伸に資する学術研究及びそれらの啓発
のための支援事業

② 国内外の学術集会の開催及びその支援事業

③ 健康科学に対する教育支援事業

④ 健康科学に関わる人材の育成支援事業

⑤研究者の海外からの招聰事業,研究者の海外への派遣事業その他の

0
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国際交流支援事業

⑥公開市民講座の開催その他の健康科学の普及啓発事業
⑦災害時の医療従事者の派遣その他の救援支援事業
⑧食品及び医薬品の安全に関する情報の発信事業

⑨その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

（種別）

第6条当法人の会員は､ 次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
① 正会員

当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

② 協力会員

当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

（入会）

第7条 当法人に入会しようとする者（以下 ｢入会申込者」 という｡）は、理

事長が定める入会申込書により、理事長に入会を申し込むものとする。

2理事長は、入会申込者の入会を拒否すべき正当な理由がある場合を

除き、入会申込者の入会を認めなければならない。

3理事長は、入会申込者の入会を拒否するものと決したときには、速

やかに､理由を付した書面をもって入会申込者に対し、その旨を通知し

なければならない。

（入会金及び会費）

第8条会員は、総会において別に定める入会金等（入会金及び会費をいう。

以下この条で同じ｡）を納入しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、会員に以下に定める事由がある場合には、

理事長はその会員の入会金等の納入を免除することができる。この場

合には、会員は事由を証明する書面その他理事長の求める書面を提出

しなければならない。

① 会員が学生又は生徒である場合

②会員が震災、火災、水害その他の災害のため入会金等の納入が

困難である場合

③会員が傷病のため入会金等の納入が困難な場合

④会員が生活保護法に基づく保護その他の公的扶助を受けている

場合

⑤前各号のほか、入会金等の納入が困難であると理事長が認める

場合

2
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（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは､その資格を喪
失する。

①退会届を提出したとき。

②個人である会員が死亡したとき。

③団体である会員が解散(合併による解散を除く｡）したとき。
④継続して2年以上会費を滞納したとき。

‘ ⑤除名されたとき。

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退
会することができる｡

（除名）

第11条会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議
決により、その会員を除名することができる。

①法令及びこの定款に違反する行為をしたとき。

②当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、

除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（拠出金品の不返還）

第12条既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

（役員の種別及び定数）

第13条 当法人に、次の役員を置く。

① 理事長 1名

②副理事長 1名以上2名以内

③理事（理事長及び副理事長を含む｡）

④ 監事 1名以上

3名以上20名以内

（役員の選任）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。

3理事長及び副理事長の選任に関する細則は、別に理事会で定める。

4監事は、理事又は当法人の職員を兼ねることができない。

5法第20条各号のいずれかに該当する者は、当法人の役員になるこ

3
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とができない。

6役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三

親等以内の親族が1名を超えて含まれることになってはならない。
7役員のうちには、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族

が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

（役員の職務）

第15条理事長は、当法人を代表し、業務を統括する。

2副理事長は、理事長を補佐して業務を管理し、あらかじめ理事会で

定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長
が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づ

き、当法人の業務を執行する。

4 監事は次の職務を行う。

①理事の業務執行の状況を監査すること。

② 当法人の財産の状況を監査すること。

③前各号の規定による監査の結果､当法人の業務又は財産に関し不

正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があること

を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

④前号の報告をするために必要がある場合は､総会を招集すること。

⑤理事の業務執行の状況又は財産の状況について､理事に意見を述

べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

（役員の任期等）

第16条役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の
残任期間とする。

3前2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に

限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまで､そ

の任期を延長することができる。

4役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、第13条に

定める最少の役員数を下回る場合には､後任者が就任するまでは､その

職務を行なわなければならない。

（役員の欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数（定数に上限と下限の定めがある場

合には、定数の下限）の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な

く、これを補充しなければならない。

4
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（役員の解任）

第18条役員が次の各号のいずれかに至ったときは、総会の議決により、そ
の役員を解任することができる。

①心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
②職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった
と認められるとき。

③前各号のほか、やむを得ない事由があると認められるとき。．
2前項の規定により、役員を解任しようとするときは、その役員に対

し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（役員の報酬）

第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができ
る。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を支給することが

できる。

3 前2項に関して必要な事項は、総会で別に定める。

第5章 顧問及び相談役

第20条当法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2顧問及び相談役は、総会の議決により理事長が委嘱する。

3任期その他の顧問及び相談役に関する細則は、別に理事会で定める。

第6章 総会

（総会の種別）

第21条当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

（総会の構成）

第22条 総会は正会員をもって構成する。

（総会の権能）

第23条 総会は、次の事項を議決する。

① 定款の変更

② 解散

③ 合併

④ 事業計画及び活動予算の決定

⑤ 事業計画及び活動予算の変更

⑥ 事業報告及び活動決算

5
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⑦役員の選任又は解任、職務並びに報酬

⑧顧問及び相談役の選任及び解任

⑨ 会員の除名

⑩入会金及び年会費の額

⑪借入金(その事業年度内の収益をもって弁済する短期借入金を除

く。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

⑫その他当法人の運営に関する重要事項

（総会の開催）

第24条 通常総会は、毎年1回、6月に開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

① 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

② 正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書

面又は電磁的記録により招集の請求があったとき。

③ 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

3 総会の運営に関する細則は、別途総会で定める。

（総会の招集）

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった

ときは､その日から30日以内を期日とする臨時総会を招集しなければ

ならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示

した書面又は電磁的記録により､会日の5日前までに正会員に通知しな

ければならない。

（総会の議長）

第26条 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。

（総会の定足数）

第27条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができ

ない。

（総会の議決）

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ

通知した事項とする。‐

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の

過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6
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（総会の議決権）

第29条会員の表決権は、平等とする。

2団体である正会員は、総会に、その代表者が出席するものとする。

ただし､代表者が出席できない場合には、あらかじめ届け出た役員又は
職員を出席させることができる。

3総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について

書面又は電磁的記録をもって表決し､又は他の会員に代理人として表決
を委任することができる。

4前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、

第30条第1項第2号､第49条及び第52条の適用については､総会

に出席したものとみなす。

5総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決

に加わることができない。

（総会の議事録）

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ぱならない。

① 日時及び場所

② 正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある

場合については、その数を付記することを要する｡）

③ 審議事項

④ 議事の経過の概要及び議決の結果

⑤ 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該

会議において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印又は記名

押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたことにより､総会の決議があったとみなされた

場合においては､次の事項を記載した議事録を作成し、理事長及び議事

録の作成に係る職務を行った者が署名押印又は記名押印しなければな

らない。

① 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

② 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

③ 総会の決議があったものとみなされた日

④ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 理事会

7
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（理事会の構成）

第31条理事会は、理事全員をもって構成する。

（理事会の権能）

第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
① 総会に付議すべき事項

②総会の議決した事項の執行に関する事項

. ③事務局の組織及び運営に関する事項 ．

④その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（理事会の開催）

第33条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

① 理事長が必要と認めたとき。

②理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した

書面により、招集の請求があったとき。

③第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があ

ったとき。

2理事会の運営の細則に関しては、理事会において別途定める。

（理事会の招集）

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があった

ときは､その日から14日以内を期日とする理事会を招集しなければな

らない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を

示した書面又は電磁的記録により､会日の7日前までに通知しなければ

ならない。ただし、理事全員の了解がある場合はこの手続を省略するこ

とができる。

（理事会の議長）

第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

（理事会の決議）

第36条理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじ

め通知した事項とする。．‐

3 前項の規定にかかわらず、第34条第3項の規定によりあらかじめ

通知されていない事項であっても､災害への対応その他緊急を要する事

8
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項については、理事会で議決することを妨げない。

4理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。

（理事会の表決権等）

第37条各理事の表決権は、平等とする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ

通知された事項について書面又は電磁的記録をもって表決することが

できる。‘

3前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事

に加わることができない。

（理事会の決議の省略）

第38条理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、当

該提案について理事(当該事項について議決に加わることができる者に

限る｡）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

（監事が異議を述べたときを除く｡）は、当該提案を可決する旨の理事

会の決議があったものとみなす。

（理事会の議事録）

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。

① 日時及び場所

② 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、そ

の旨を付記することを要する｡）

③ 審議事項

④ 議事の経過の概要及び議決の結果

⑤ 議事録署名人の選任に関する事項 。 、

⑥ 前条の規定に基づいて理事会の決議があったものとみなされた

場合には、その旨

2議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会

議において選出された2名以上の議事録署名人が署名押印又は記名押

印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、前条の規定に基づいて理事会の決議が

あったとみなされた場合においては､次の事項を記載した議事録を作成

し､理事長及び議事録の作成に係る職務を行づた者が署名押印又は記名

押印しなければならない。

① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

9
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②前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
③理事会の決議があったものとみなされた日

④議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第8章 資産及び会計

（資産の構成）

第40条当法人の資産は、次の各号をもって構成する。
①設立当初の財産目録に記載された財産
② 入会金

③ 会費

④ 寄附金品

⑤ 財産から生じる収益

⑥ 事業に伴う収益

⑦ その他の収益

（資産の管理）

第41条当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て

理事長が定める。

（会計の原則）

第42条 当法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行う。

（事業計画及び活動予算）

第43条 当法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総

会の議決を経なければならない。

（暫定予算）

第44条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しな

いときは､理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度

の予算に準じて執行することができる。

2 前項の規定に基づいて執行された収益及び費用は、新たに成立した

予算の収益及び費用とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第45条 予算の超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設け

る。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

10
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（予算の追加及び更正）

第46条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経
て、総会において既定の予算の追加又は変更をすることができる。

（事業報告及び決算）

第47条当法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決

算に関わる書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事

の監査を経て、総会において､議決を経なければならない。

2剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に

分配してはならない。

（事業年度）

第48条当法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終

わる。

第9章 定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第49条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会

員の4分の3以上の多数の議決を経て、かつ、法第25条第3項に規

定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。

（解散）

第50条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。

① 総会の決議

② 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

③ 正会員の欠亡

④ 合併（合併により当法人が消滅する場合に限る｡）

⑤ 破産手続開始の決定

⑥ 所轄庁による設立認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以

上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

4当法人が解散したとき（第1項第4号及び第5号の場合を除く｡）は、

理事が清算人となる。

（残余財産の帰属）

第51条当法人が、解散（前条第1項第4号及び第5号の場合を除く｡）した

11
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ときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうちから、総
会において議決した者に譲渡するものとする。

（合併）

第52条当法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分
の3以上の多数の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければなら

ない。

第10章 公告の方法

第53条当法人の公告は、当法人の掲示板に掲示して行うとともに、官報に

掲載して行う。

第11章 事務局

第54条 当法人に、当法人の事務を処理するため、事務局を置くことができ

る。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。

3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、

理事長が定める。

第12章 雑則

第55条 この定款の施行に際し必要な細則は、理事会の議決により定める。

附 則

（施行日）

第1条 この定款は、当法人の設立の日から施行する。

(初年度の役員）

第2条 当法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

■
理事長

副理事長

理 事

理 事

理 事

監 事

2 設立当初の役員の任期は、第1 6条第1項本文の規定にかかわらず、

当法人の設立の日から平成28年6月30日までとする。

12
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(初年度の事業年度）

第3条当法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、当法
人設立の日から平成27年4月30日までとする。

｡

(初年度の事業計画及び活動予算）

第4条当法人の設立当初の事業計画及び活動予算は､第43条の規定にかか
わらず、設立総会で定める。

f

(初年度の入会金及び年会費） ，

第5条当法人の設立当初の入会金は､第8条第1項の規定にかかわらず､次
に掲げる額とする。

①個人である正会員 金2，000円

②団体である正会員 金10,000円

③協力会員 金1，000円

2当法人の初年度の事業年度における年会費は､

かかわらず、次に掲げる額とする。

①個人である正会員 金3，000円

②団体である正会員 金20，000円

③協力会員 金1，000円

第8条第1項の規定に

附 則

変更後の定款は、平成27年3月15日から施行する。

附 則

変更後の定款は、平成27年9月q日から施行する。

13



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

整理番号

経費項目 司魑 研修費･圃諏報費･鶏調靜聴債･会議費･資料伸城費･資膿購入費･事務費･事獅f費･人料費

内 容 『衣・食・住』が身体を壊す？講演聴講

年月 日 令和7年9月27日～令和年月 日 金 額 300 円

目 的
静岡脳科学研究会主催池田豊氏による講演聴講

使 途
駐車料一-－－－－－－‐‐一一一一一一 一 一一 …‐ ‐－－-一一一一一-－－

政務活動・

県政との

関連性

ウェルネス向上のための政策に生かす

く領収書貼付枠＞

’

’

’
'

BiVi 藤枝
054-270-4205

令頁乢叉言正
大和リース株式会社

登録番号T4-1200-0107-7476

詑
扣
叩
過
過
円
二

鮒
弱
４
６
匹
叩
一
一

０
１
１
１
３
｜
’

０
０

■
？
、
、
０
０
Ｊ
．
、
Ⅱ
〃
〃

叱
叱
土
土

算
券
印
印
一
一

精
発
７
７

ワ
』
〔
廷

Ａ
月
月
金
二

９
９
料
一
一

年
年
Ａ
二

５
５

二
２
２

０
０

２
２

４
１

０
０

＃
＃
刻
刻
間
金
一
一

機》僻需》碑一
算精

一

量 言十 300FJ
(内税10％対象額 300円）
現金領収額 300円
お預り 300円
お釣り 0円
またのご利用をお待ちしております。

上記合計金額は消費税率10％対象です。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

300円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

300円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

轄理番号 9－12

経費項目 調査研究費･研修費･圃諏報費･嬬繍誇麗情･会議費･資料作成費･資料購入費鰯事獅T費･人件費

内 容 事務所琴舌通話料（令和7年9月請求分）

年 月 日 令和7年9月29日～令和 年 月 日 金 額 3,088円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

*通帳記載欄に“ガス”と表示している理由及びひかり電話オプション利用料A(S)利用理由

令和7年4月整理番号4－14参照

I

7-09-29 ガス 6，177

案分の理由

政務活動と後援会活動

で使用のため

領収書金額(a)

6,177円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,088円



No. ipll20367493_2509_2509
発行日 2025年09月20日

登録番号 T3080101016348

鯛
（株)TOKAIケーブルネットワ

〒410-0053

沼津市寿町8-28■■■■

ふじの<に県民クラブ藤枝

佐野愛子事務所

llllllllllll''l'nIIIIIIIII'I'll'IIIDI'lllul'II0110111'11'll'1111'II

御中メディアプラザ

FAXO55-922-5694TELO120-696-942

■ケーブルテレビ利用料（インボイス対象の請求にな

■その他利用料（不課税等。インボイス対象の請求ではありません。）

内 訳 数量 金額(税込） 税率 ご利用期間 登録番号

ひかりdeネットベーシック（マンションF4)30 1 \4,547 10％ 2025/09/01～2025/09/30

継続割引 1 \－330 10％ 2025/09/01～2025/09/30

やくそく割引(F4) 1 \－367 10％ 2025/09/01～2025/09/30

ひかりdeトーク(S)0546890197 1 \550 10％ 2025/08/01～2025/08/31

ひかり電話通話料(S)0546890197 1 \783 10％ 2025/08/01～2025/08/31

ユニバーサルサービス料(S)0546890197 1 \3 10％ 2025/08/01～2025/08/31

小かり雷話オプション利用料A(S)0546890197 1 \990 10％ 2025/08/01～2025/08/31

雷話リレーサービス料(S)0546890197 1 \1 10％ 2025/08/01～2025/08/31

及下余白

10％対象税込み \6．177 内消曹税(10%)￥561

弓

”
ｐ
□
■
Ｊ

二
二
回

ロ
日
Ⅱ
■
町 兇。不 1税計 \0 内消費税(0%)\0

小計 \6，177

内 訳 数量 金額(税込） ご利用期間

以下余白

小計 \0

お引落し元 郵便局

引落日が金融機関の休日の場合、翌営業日に引落しを行います。

その他利用料に該当する商品につきまして、弊社では適格請求書の発行を行っておりません。
大変お手数をお掛け致しますが、提供元へのご確認をお願い致します。
提供元への確認方法等はhttps://www.thn.ne.jp/support/に記載しておりますのでご確認ください。



支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

薬理番号

経費項目 調査研ｦ漬･研修費･広聴広報費･鶏澗誇鬮潰･会議費･資洲鰔費･資料購入費慰藷翻潰･人件費

内 容 CANVAソフトウェア年間利用料

年月 日 令和7年9月29日～令和 年月 日 金 額 2,420円

目 的
各種資料作成に利用する

使 途
CANVAソフトウエア年間利用料 （令和7年9月～令和8年8月）

関連性

様々な資料の作成、編集、管理できる機能を政務活動に利用する

く領収琴占付枠＞

補記：会議や報告会などの様々な場面において、各種資料を作成する機会が多いので

資料作成機能に特化したソフトウェアを活用し政務活動に利用する

期間中の内

令和7年9月～令和8年3月を充当する

8,300円×7／12か月＝4,841円

2025年09月29日分
132,324円 へ｡ｲﾍﾟｲｶｰﾄﾞ

燭'淘翔抑ハダ”473'R坤蒲龍

案分の理由

政務活動と後援会使用

で1/2ずつを案分

領収書金額(a)

4,841円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,420円



ご利用代金請求明細書

佐野愛子様

PayPayカード株式会社
本社:東京都新宿区四谷一丁目6番1号

コンタクトセンター:福岡市博多区博多駅前四丁目21番26号

|ご請求金額
i~~~-－－－－－~~~－－－ー ~~~~ー－~一~一 ~ー‐.‐ …．‐

｜ ご利用カード

お支払い日 ’2025/9/29
－－‐ ‐_ ←－－－…．‐←_…－－－－－－ .一 ‐ _… _ ‐－．－ －‐ ‐､‐‐ __"_I

I お支払い口座

請求確定日 2025/9/20

‐ ‐－ ．－－.__.‐ ”‐-.-.-----．ー__.’

｜ お支払い方法 口座振替

一… ~－．－ －－－~一~~~ ~「一.~－－－~‐‐ －‐ ‐‐‐‐ ‐ ~ －~ －‐‐~~ … …－~--i

ご請求金額 132,324円｜
‐_'－－ －－－ _ー"‐ … ‐－‐ _ー __ －_ －－－－ I

※お支払い日の前日までにお支払い口座へご入金ください。
※金融機関での手続きの進捗状況により､上記口座からお引き落しができない場合があります。
※請求金額の確定前にキャンセルされたり、お支払いいただくことにより､請求金額が0円となった方にも、ご利用内容をご確認いただくた
めに表示しております。
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様式第1－1号

支 出 証拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ． 佐野愛子 ）

薬理番号 9－14

経費項目 調査珊究費研修費鰯諏報費蕊調辮鋤費会議費資料1伺績⑳事務費事務所費人件費

内 容 静岡・朝日新聞購読料

年月 日 令和7年9月30日～令和年月 日 金 額 7,300円

目 的
各方面における情報収集

使 途
9月静岡、朝日新聞購読料

政務活動．

県政との

関連性

政務活動おいて、広い分野の情報を得るための手段として活用する

く領収書貼付枠＞

領収日 令和7年9月30日

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

7,300円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

7,300円



2025/11/1111:45 入出金明細照会

画面ID:BNYO60

叉識金鶏織照会

ページを印刷する

照会口座

(全1件）並べ替え：雷呈｜日付 適薑皇垂

番号 日付 お支払い金額 差引残高 取引 摘要お預り金額 ﾒモ

,01q年11月10日分
001 10F200円 出金 DCｶｰﾄ、

11月11BO6時00分時点

□前ページ 次ページ

(CSVﾌｧｲﾙでﾀｳﾝﾛｰﾄ）

ﾄッブバージヘ

1/1https://www.direct.shizuokabank.co.jp/ib/BNYO60Dispatch?ServerID=RSRAO401&B=0149&PT=BS



鹿紬跳玖 mDCCMD

ご利用代金明畑照会確定

ご利用明細 印刷日時:2025年11月11日11:42

［2025年11月分のご利用代金明細照会最終閲覧日時:2025年11月7日16:07］

佐野愛子様ご利用明細(確定)を表示しております。

函ショッピングご利用分

■表示内容について

･本サービスは､カードのご利用内容とご請求内容を表示しております。

･今回ご請求合計額に｢-｣(ﾏｲﾅｽ)の表示がある場合は､当該金額をカード代金支払口座へお振込み､または別のご
利用代金に充当させていただきます。

･前回のお支払いに遅延がある場合には、ご請求の確定が遅れる場合がございます。

･ご利用分の一部または全額を繰上返済いただいた内容は､ショッピングリボ払い･分割払いまたはキャッシングご利用
分の場合を除き､ご利用明細欄には表示されません。

また、シヨッピングリポ払いご利用分の場合でも､ご利用代金明細照会｢確定｣画面の明細作成日(毎月20日前後)から

最終確定日(毎月25日前後)の間に､繰上返済いただいた内容は表示されません。
.ご利用代金明細照会｢確定｣画面の明細作成日以降にご利用．ご返済があった場合､ご利用明細欄の表示内容は変

更されません。

．｢利用者欄｣の「V｣はⅥSAカード、「M｣はマスターカード、「数字｣はご利用者のカード番号末尾4桁が表示されていま

す。

･円換算レートはVISAまたはマスターｶｰﾄが適用するレートを使用いたします｡必ずしもご利用日のレートではございま
せん｡また､海外でのショッピングご利用分は適用レートに諸事務処理などの費用として当行が定めた3.85%(税込)※
を加算させていただきます｡※2025年1月20日ご利用分より

カード種類

カード名称

カード番号

照会月 2025年11月

明細作成日 2025年10月23日

お支払日 2025年11月10日

今回ご請求合計額 10,200円

(1)今回ご請求額 10『200円

(2)事前お支払額 0円

合計[(1)一(2)］ 10,200円

4 －

2025/9/20 V8190 株式会社藤枝江崎新聞店
1回

払い
7，300 7，300

ショッピング請求確定分小計 10，200 10，200



様式第1－4号

1

支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）【9月分】 9/30

く領収琴占付枠＞

墾錘番ニー

区分 前回給油頓収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行畷fOxm) ･

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行距離(km)/総走行距離（上記C)01m)

･充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行距離(km) 積算 方法※ 充当額（円）

Z" 18円×1,032km/ km 18,576

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますも 議員氏名 佐野 愛子

案分の理由

全て政務活動にかかるもの

である ．

領収書金額(a)

18,576円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

18,576円



9月

18,576

月 日 内 容 行 程 走行距離(1m）

1 内外講演会志太の教育語る会 自宅一藤枝駅大井川ほほえみ 43

2 藤枝市議会傍聴 自宅一藤枝市役所 16

3 議員総会志太の教育島田地区 自宅一県庁おおるり 77

4 健康福祉部ヒアリング教育語る会 自宅一県庁青島北公民館 60

5 森林環境聞き取り志太の教育語る会 自宅一県庁豊田公民館 67

7 郵政意見交換会 自宅一焼津文化センター 38

8 志太の教育語る会島田 自宅一島田おおるり一中 39

9 市議会傍聴教職員学習会議員総会 自宅一市役所志太会館県庁 65

10 藤枝市市議会傍聴犯罪被害者講演会 自宅一藤枝市役所県庁 65

11
静岡ウェルネスフーズEXPO

河川視察志太の教育語る会六合
自宅一葵タワー葉梨島田 106

12 岡部若宮式典視察意見交換 自宅一岡部 25

13 養殖魚放流意見交換 自宅一焼津小川港 45

14 藤枝市さわやかクラブ意見交換 自宅一市民会館 18

15 ウエルネスビーイングセミナー 自宅－前島ビビ 25

16 県庁事務整理 自宅一県庁 57

18 市民音楽意見交換 自宅一市民会館 15

19 志太の教育を語る会小川(閉会後） 自宅一小川公民館 35

21 国際言葉学院意見交換 自宅一静岡ツインﾒｯｾ 65

22 島田県政報告FM収録(閉会後） 自宅一島田 37

23 北方しらふじ意見交換 自宅一北方 18

24 教育語る会青島（閉会後） 自宅一教育会館 18

27 脳学研究会講演 自宅一駅南図書館 18

28 志太榛原高校協議会 自宅－おおるり 37

30 志太の教育語る会東益津 自宅一束益津公民館 43

合計 1,032



様式第1－1号

支 出 証 拠 書
､

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

轄琿番号 9－16

経費項目 調査研究費･研修費．広り紘報費･霊綱誇鰯潰･会議費･資15H賊費･鮮朧入費･事務費･事諏T費唖

内 容 事務員雇用（令和7年9月分）

年 月 日 令和7年9月1～令和7年9月30日 金 額 39,680円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

くそ/令百I1▽聿日上ｲﾏﾄ絃'』､､、‐…一一一 ‐----…‐－－．－－－－－－－．"-----.---．"--- 一

給与支払明細書

令和7年9月分

氏名■■■■

ふじのくに県民クラブ 佐野愛子

給 与

35H

\1,200/h

通勤手当

日数8日

￥350/日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

42,000 2,800

円 円

44，800

円 円

0

円

44，800

円

受領印

受領日 9月30日

案分の理由

後援会業務も含まれてい

るため稼働時間で案分

領収書金額(a)

44,800円

案分率(b)

31h/35h

％

政務活動費支出額(a×b)

39,680円



会派様式第5号

雇用実績表

9月 分 氏 名 ■■■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動
業務時間数

政務活動業務内容

1 月

2 火 5.5 5 月初打ち合わせ､案内文書確認､スケジュール確認

3 水

4 木

5 金 4.5 4 資料作成､来客対応

6 土

7 日

8 月

9 火 4 3.5 資料作成､来客対応

10 水

11 木

12 金 4 3.5 資料作成､資料整理ファイリング､電話対応

13 土

14 日

15 月

16 火 4 3.5 資料作成

17 水

18 木

19 金 4.5 4 資料作成､電話対応､来客対応

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金 4 3.5 資料作成､来客対応

27 土

28 日

29 月

30 火 4．5 4 資料作成､資料整理ファイリング

計 (A) 35 (B) 31

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和7年9月30日
会派･議員名ふじの<に県民クラブ・佐野愛子

{政務活動費充当計算}…①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){ 時間 分}×単価{1,200円}= 円
②総支給額{42,000円}×31(B)/35(A)=37,200円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

|’

苛与支払明細差

整理番号 9－17

経費項目 調査研究費･珊彦費･広聴広報費･頚熊噺鋤費･会議費･資料憾費･鮮騰入費･事務費･事務所費魑

内 容 事務員雇用（令和7年9月分）

年月 日 令和7年9月1日～令和7年9月30日 金 額 60,600円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

案分の理由

全て政務活動にかかるも

のである

T貝川又書鍾衙員(aノ

60600 円

案分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

60,600円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

’

コョーメ

令和

整理番号 9－18

経費項目 調部暁費･研修費･広聴広報費･霊調誇臓噴･会議費･資料仙城費･資粥陶費･事務費･義銅潰魑

内 容 事務員雇用（令和7年9月分）

年月 日 令和7年9月1日～令和7年9月30日 金 額 37,800円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

案分の理由

全て政務活動にかかるも

のである

領収書金額(a)

37,800円

案分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

37,800円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・ 佐野愛子）

薬理番号 9－19〃

経費項目 調査研究費･研修費．蠅費 ･雰識悌靜鋤費･会議費･資料竹裁費･資料購〕費･事務費･事務所費･人件費

内 容 FMしまだコーナー料

年月 日 令和7年10月10日～令和 年 月 日 金 額 49,720円

目 的
定期的に県政、地域情報を報告する

使 途
令和7年9月分コーナー料及び送金手数料

政務活動．

県政との

関連性

政務活動を通じて得た様々な情報を広く伝えることができる

く領収書貼付枠＞

一

ｰ 利用明細 票

ご利用いただきましてありがとうございました。

－ ゆうちよ銀行 ………

、

お取扱日 店番 お取引内容

〕7－10－10 003 通帳送金

記 信 蕃 呂

＊＊＊＊＊ ■■■■ ■■■■

取扱番号 お取引金額

NO66 ＊49，500
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島田掛川信用金庫

島田本店営業部

普通 916955
力）エフエムシマタ

申

送金料金 ＊220円
振込予定日07－10－10

ｻノアイコ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

49,720円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

49,720円
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圭昌求主
目

ニ
ニ
ロ

ー徒

佐野愛子 様

株式会社FM島田

代表取締役中根弘

〒427-0042

島田市中央町5番の1 り3F2025年9月度

期間2025/09/01～2025/09/30
TEL:0547-34-1765 FAX:0547-34-5700

登録番号;T4080001014459

ご請求額 ￥49,500

上記の通りご請求申し上げます。

来月末迄にお振込みをお願い致します。

※振込手数料は貴社ご負担にて

お願い申し上げます。

<お振込み先＞

島田掛川信用金庫 島田本店営業部

普通0916955

株式会社FM島田

費 目 請求金額 備 考

コーナー料 45,000

小 計 45,000

消費税等 （'0.0%） 4,500

合 計 \49,500



支 出 証 拠 害

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

鑿理番号 9－20

経費項目 調蕊形蹟･研修費･広聴広報費･霊猟靜糠婚･会議費･資洲鰔費･資料購入費鋤事溺費人{犢

内 容 携帯電話料及びモバイル通信料（令和7年9月請求分）

年月 日 令和7年8月1日～令和7年8月31日 金 額 8,669円

目 的

使 途

収携沽動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

除外するものは下記の通り

① iPhoneセキユリテイパツクプラス600円（税別）

② あんし人保証パック 1,164円（税別）

除外額の計算

(①600円十②1,164円)×1.1＝1,940旦

請求額19,278円一除外額1,940円＝対象額17,338円

案分の理由

政務活動

つを案分

と私用で1/2ず

領収書金額(a)

17,338円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

8,669円



2025/11/0711:18 入出金明細照会

画面ID:BNYO60

入出金砺細照会

ページ左En局'1寸惠

照会口座

(全3件）並べ替え：蚤呈｜日付 適要王玉

番号 日付 お支払い金額 お預り金額 差引残高 取引 摘要 メモ

002
20Z5年10月27日分

138，597円 ﾍﾟｲﾍﾟｲｶｰﾄﾞ

11月07BO6時00分時点

□前ページ 次ページ

Ir!:rm-| (CSVﾌｧｲﾙでﾀｳﾝﾛｰﾄ）

ﾄッブパージヘ

https://www.direct.shizuokabank.cojp/ib/BNYO60Dispatch?ServerID=RSRAO101&B=0149&PT=BS 1/1



ご利用代金請求明細書

佐野愛子 様

PayPayカード株式会社
本社:東京都新宿区四谷一丁目6番1号

コンタクトセンター:福岡市博多区博多駅前四丁目21番26号

~－1
1

｛

－1
1

I~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~

|ご請求金額

ご利用カード

お支払い。に02,
-,--,.-,--._----..画_..‐,－．，－ 一一一 1

．
７
－

－
２
一

一
ノ
ー

－
０
←

’
１
一

》
ノ
ー

－－｜

’
一 1

円

一
円
一

一
７
《

一
９
一

一
β
一

一
犯
一
１
－ご請求金額’

※お支払い日の前日までにお支払い口座へご入金ください。
※金融機関での手続きの進捗状況により､上記口座からお引き落しができない場合があります。
※請求金額の確定前にキャンセルされたり、お支払いいただくことにより､請求金額が0円となった方にも、ご利用内容をご確認いただくた
めに表示しております。

回数指定払い

一
円

額
－
０
｜

整調

一
以
残
一
円
一

一
月
降
越
高
－
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翌
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一

一

一
払

一
円

一
支
額
一
加
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一
月
金
－
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←１
一

一
当

額
一
円
一

総
一
郡
一

払
一
旧
一

支
一
１
１
１
１
．

料
一
昭
一

数手

利用日
／

キャンセ
ル日

2025/8/31



SummaryofyourCharges

ご利用料金内訳明細書
請求先名： 佐野 愛子 様 発行日2025年 9月11日

ソフトバンク株式会社（ソフトバンク）

登録番号:T9010401052465

請求先番号

Billing

請求月
Month of

number

2025年8月分(2025年8月1日～2025年8月31日ご利用分）
Issue

※ユニバーサルサービス・電話リレーサービスに関しては、（一社）電気通信事業者協会のHPをご参照ください。httpS;//WwW･tca･or･jp/ ( 1/ 1頁）
※更新月等の各種ご契約内容についてはMySoftBankの契約内容照会よりご確認ください。

※他社債権にかかる消費税率は購入元からの明細等をご確認ください。

※経過措置対象の取引は旧税率を適用しています。

電話番号（お客さま番号等） 料 金 内 訳 内訳金額（円） 税区分’一

■■■■■■一一一

藍蕊蕊蕊議

鶴蕊篭簿蕊蕊蕊溌蕊譲

蕊綴斑鍾蕊鍛辮蕊蕊溌
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《

;灘蕊蕊鼠識議蕊溌溌識

驚蕊蕊蕊隷蕊織耀蕊豊

蕊溌蕊蕊謹鐵蕊蕊蕊霞

露蕊蕊緊縄蕊2縫溌鰯麹識蕊織鰯瀧灘灘蕊議識識織灘蕊蕊溌驚溌蕊難藤蕊
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一
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読寺村鐸《
嗜
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頤
星

零》恥●》
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倶
Ｐ
印
。
、

一津叫》観峰
『恥哨●宅ｑ・年
晶
甦
男
罵
イ
マ

。
‐
Ｊ
き
む

》
源
坐

阜本料 基本プラン（音声）［8月 1日～ 8月31日］

儲瀧蕊薯蔓裳溌鴬議蕊蕊蕊謹蕊蕊蕊篝豊蕊蕊譲蕊蕊蕊蕊董

率澤
芦
』
ミ
舎

冨
“
軽
室

喧
貴
ぶ
猛

迩
詮
舞
軽

率》

割引 家族割引（340円 × 100％）

瀕溌麓識蕊義鶴耀騨議蕊難蕊識溌蕊蕊蕊蕊溌識溌議蕊驚識驚灘蕊鍵
割引 60歳以上通話おトク割

溌溌鑑蕊蕊溌蕊蕊驚蕊蕊騰議凝蕊蕊蕊蕊蕊溌蕊灘蕊蕊溌溌蕊蕊蕊蕊豊
無料 定額オプション十 無料通話分(SMS)

籟蕊溌簔蕊翼塞鍾猿養蕊豊霊識蕊蕊篝蕊蕊蕊蕊慧驚議義雲霧篭蕊蕊蕊
1信料 S1メール(MMS)@0円 20466Pkt

晴繊講灘蕊鐵鰯鋤蘇謙譲蕊落雛鐵p謹蕊藤鰯i蕊蕊蔦蕊蕊蕊難灘蕊蕊
1信料 データ通信(4G LTE/5G)@0円 52147465Pkt

灘鎧楕嘗…篭綴鰯蕊韓溌耀蕊蕊篭議蕊蹴輯踊雛鑿蕊溌蕊灘蕊蕊蕊
の他 オートチヤージ（快適モード）追加データ1GB(1,000円 × 3回）

鴬圓蕊蕊蕊對冨遜甑窯謹篝議驚議蕊蕊蕊謹蕊蕊篭霧蕊讓蕊蕊蕊鷺雲謹
信料 メール(SMS)(他社宛）

巖藤蕊逼農薩蕊霞劉遜議霞薩蕊蕊議蕊蕊蕊護謹蕊蕊蕊謹謹蕊蕊蕊蕊難蕊
話料 世界対応ケータイ（音声）（日本国内事業者宛）

繍灘総嬢蕊蹴篭繊瀧駕簿繍繊‘難鵡蒲蕊鰯簿鰯鱒驚蕊貰灘噸蕊蕊鑓蕊
信料 世界対応ケータイ(S!メール(MMS))海外あんしん定額

清蕊畜癖鑑蕩豐蝿謹罐蕊誰識灘蕊蕊謹鐡鰯:謹擢翻謹義量籟蕊蕊蕊
信料 世界対応ケータイ(SMS)(日本国内事業者宛）

篭瀧蕊篭蕊鴬舞議瀧遥霧議義識蕊綴礒蕊慧慧蕊溌蕊謹蕊蕊蕊溌鍵篭鍵
無料 ソフトバンクWi-Fiスポット(i)無料特典(467円 × 100%)

葱辮涛議嬢溌鎌貴駕篭謬識擬撫蕊議蕊蕊議識織識蕊議議瀦瀧議溌鑑：
額料 iPhoneセキュリティパックプラス

迩螺鑿驚蕊蕊鐡鰯蕊露議蕊蕊識蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊鍵蕊蕊蕊鍵蕊溌鰭識譲
の他 電話リレーサービス料

末代 分割支払金／賦払金

織蕊蕊蕊蕊謹蕊溌溌議蕊鍵溌灘灘灘議驚蒸篭鍵蕊謡蕊蕊蕊蕊蕊轆灘鍵
小計

蕊議議謹蕊謹鑿溌鐙霧塞蕊蕊蕊蕊蕊慧謹蕊蕊溌蕊篭遥霜蕊誘蕊蕊蕊雲
課税対象10％

蕊騨蕊蕊蕊蕊溌灘蕊蕊蕊蕊蕊蕊騨蕊蕊篝譲議議謂農麓蕊議懐灘識溌議
消費税等10％

鐵蕊蕊蕊婁議蕊溌溌羅蕊蕊灘識雛蕊議蕊蕊蕊難灘講堂
ご請

識驫;蕊識糠蕊蕊蕊
求令額 畢畢》》 》主殿一三一 一》

》
》

》
》

》
》

驚
蕊
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蕊鷺爾蕊
10％

灘鰯鰯穰
10％

蕊蕊鰯凝
10％

蕊篭潅
10％
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10％
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10％

愛顧鶴
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溌通漁蕊
対象外

識鍾耀
対象外

認蒙勤謹
対象外

蕊瞳鰯蕊

蟻
10％

蕊鰯蕊蛾》恥》》》》》》》》》》》》》》

謹蕊


